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[現状・課題] ［基本方針］ ［施策］

⑴　既存バス路線の維持

⑵　バス路線の見直し

⑶　運賃割引制度の導入

⑷　公共交通案内パンフレット
     の作成・配布

⑸　高校通学における公共交通
     利用方法案内の実施

⑹　交通拠点の整備

⑺　公共交通待合環境の整備

⑻　バス路線の見直し（再掲）

⑼　「町内を走る新しい交通」の導入

⑽　「町内を走る新しい交通」のスマート
     フォン予約割引、小中高生割引の設定

⑾　高齢者・障害のある人に向けた移動
     支援の継続と充実

⑿　運転免許返納者・返納予定者に向けた
     公共交通利用の周知

［基本理念］

１　今ある公共交通を
　　利用していただけ
　　るよう工夫します

２　交通拠点を整備
　　します

３　町内移動を気兼
　　なく行える手段
　　を新設します

・日常生活・社会生活に
　必要な町内での移動を
　気兼ねなく行うための
　公共交通手段が不十分
　である

住
民
の
生
活
を
支
え
る
生
活
交
通
の
確
保
さ
れ
た
ま
ち

・人口の多い地区の一部
　で、路線バスが通って
　いない、バス停がない

・公共交通拠点がないた
　め、わかりにくく利用
　しずらい

数値目標 

吉田町地域公共交通計画 
-だれもが気兼ねなく「おでかけ」できる町を目指して- 

       概要版（令和４年３月策定） 

計画区域：吉田町内全域   計画期間：令和４(2022)年度～令和８(2026)年度 

施策体系 

 目   値   数値 目標    目標    

町内バス停の  者 
       人
（    度）

       人
（  ２ 度）

       人
（    度）

       人
（    度）

地   線  
（    線、    線）
の通学定   者 

      人
（    度）

      人
（  ２ 度）

      人
（    度）

      人
（    度）

  町  、     
  支援学校、   ン ー
入口バス停の  者 

       人
（    度）

       人
（  ２ 度）

       人
（    度）

       人
（    度）

高齢者の   度
（ ２日    する割合）

   
（    度）

 
   

（    度）
   

（    度）

「バスな の公共交通の充実」
の  度（「  している」
「    している」）

   
（ 成   度）

 
   

（    度）
   

（    度）

 地域間幹線の利便性向上 、それに接続する新たな域内公共交通を 要に

応じて担保し、まちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを構築する

ことで、自家用車に頼らずとも移動環境が享受できる町、すなわち「だれもが

気兼ねなく『おでかけ』できる町」となることを目指し、そのための方策をまと

めた「  町地 公共交通計画」を策定することといたしました。 
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計画実施スケジュール 

計画・ 整

 手

継続実施

  町

   

  

 

  町地 公共
交通  会

  町社会  
  会

バス  者

   ー  者

住民

  

 路 理者

学校  者

    

施策 実施            

 既存バス路線の維持
継続して実施

 

 
バス路線の見直し
    線

    と 整、
バス停 定

 路  継続して実施

 
バス路線の見直し
    線

    と 整、
バス停 定

バス停新設  路実施目  き   路  

 通学定   入  制度導入
    と 整 導入 継続して実施

 交通案内 ーフレットの作成・配布
作成配布  、 、  に合わ て  実施

 
高校通学における公共交通利用方法
案内の実施

    と 整、
    

作成、周知 周知

 

 
交通拠点の整備
「   ン ー入口」バス停

    と 整、
整備方法  

拠点整備

 
交通拠点の整備
「（  ）小  」バス停

    と 整、
バス停 定

バス停新設  車  用  利用状 を  て
継続    

 
交通拠点の整備
「       支援学校」バス停

バス停  ・バス
  ー  ン ス

  整備

 
交通拠点の整備
「  町  」バス停

    と 整、
整備方法の  

拠点 備 拠点整備

 公共交通待合環境の整備
  実施

 
 

バス路線の見直し（再掲）
    線

 
バス路線の見直し（再掲）
    線

 「町内を走る新しい交通」の導入
   制  、    と

 整、内 確定
導入（実 実 ） 実 を まえ

利  向 策  
本 運行移行
    

 
「町内を走る新しい交通」のスマート
フォン予約割引、小中高生割引の設定

 の導入に合わ て実施

 
高齢者・障害のある人に向けた移動
支援の継続と充実

   課と  し、  実施

 
運転免許返納者・返納予定者に向けた
公共交通利用の周知

       課と  し、  実施



- 4 - 

 施策実施場所 

実施体制 

本計画に するお問い合わ 先 :   町   企画課企画 整部門  TEL:0548-33-213  

１ｋｍ 


